
 ○ 2012年の輸出数量は2,202トン（対前年比３％増）、輸出金額は約７億３千万円（同６％増）となった。    

 ○ 2013年１月～５月の輸出数量は1,026トン（対前年同期比45％増）、輸出金額は約３５千万円（同45％増）と 

  なっている。 

51 商業用の米の輸出数量及び輸出金額の推移 
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数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円 トン 百万円

1,294 641 1,312 545 1,898 691 2,129 683 2,202 726 1,026 345
(+38%) (+21%) (+1%) (-15%) (+45%) (+27%) (+12%) (-1%) (+3%) (+6%) (+45%) (+45%)

香港 341 172 481 206 654 249 779 256 916 299 398 127
(+18%) (+17%) (+25%) (+21%)

シンガポール 173 81 185 79 334 126 598 183 668 208 329 105
(+12%) (+14%) (+60%) (+70%)

台湾 453 168 333 115 271 95 183 66 154 50 40 18
(-16%) (-25%) (+100%) (+91%)

オーストラリア 22 4 36 10 125 32 157 38 130 34 58 17
(-17%) (-10%) (+21%) (+37%)

ドイツ 1 5 7 4 50 14 55 15 50 14 20 6
(-9%) (-2%) (+0%) (-5%)

イギリス 9 18 26 15 36 14 57 17 48 18 26 10
(-16%) (+5%) (+86%) (+77%)

ロシア 63 28 10 4 52 14 49 13 41 11 22 7
(-16%) (-18%) (+57%) (+108%)

中国 90 52 30 14 96 43 0 0 34 14 0 0
- - - -

アメリカ 26 49 17 28 39 25 46 24 29 16 45 17
(-37%) (-33%) (+350%) (+202%)

タイ 7 8 4 6 13 7 13 6 19 8 15 5
(+46%) (+35%) (+200%) (+110%)

その他 109 55 183 64 228 73 192 65 113 54 73 34
(-41%) (-17%) (+87%) (+56%)

１／０２年
(０月～5月)

輸出合計

資料９財務省「貿易統計」＇政府による食糧援助を除く。（
注1９＇　　（内は対前年同期増減率である。
注2９「その他」に含まれる国は、2013年についてはマカオ、フランス、ニュージーランドなど17ヶ国。
注3９数量は1トン未満、金額は20万円未満は計上されていない。

１／／７年 １／／８年 １／０／年 １／００年 １／０１年
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52 ASEAN＊3緊急米備蓄(APTERR)の概要 

○  東アジア地域＇ＡＳＥＡＮ10カ国、日本、中国、韓国（における食料安全保障の強化と貧困の撲滅を目的とし、大規模災害等の 

  緊急時に備えるもの  

○ 2004年から2010年2月まで「東アジア緊急米備蓄(EAERR)パイロット・プロジェクト」として試験事業を実施 

○   2010年3月に、恒久的な組織の創設を目指し、ASEAN＊２緊急米備蓄＇APTERR)の準備段階へ移行 

○ 2011年10月のAMAF+3農林大臣会合で、APTERR協定の採択・署名を実施 

○ 2011年10月に、タイの洪水被害に対してAPTERR事務局が実施する緊急支援＇5万ドル（を我が国はドナー国として承認 

○ 2012年7月に、APTERR協定が発効 

○ 2012年12月に、フィリピンの台風に対してAPTERR事務局が実施する緊急支援＇20万ドル（を我が国はドナー国として承認 

 

 

申告（イヤマーク）備蓄 

各国が保有する在庫のうち、緊急時に放出可能な数量が申告（イヤマーク）
された備蓄を放出 

現物備蓄（現金備蓄） 

現物備蓄し、緊急時の初期対応として放出。備蓄期間経過後は貧困緩和
事業に活用。また、より迅速に対応するため現金備蓄による放出も活用 

食糧支援 
A 国 

B 国 

○各国のイヤマーク数量 
 日本25万トン、中国30万トン、韓国15万トン、アセアン諸国8.7万トン 

○日本の実績 
 （１）現物備蓄 
  フィリピン約950トン  
  カンボジア約380トン 
  インドネシア約380トン 
  ラオス約750トン 計約2460トン 
    

大規模な 

災害等の発生 

APTERR備蓄 

（２）現金備蓄（※） 
  約530トン 
 （ミャンマー、インドネシア等） 
  
（※現金備蓄とは、予算を活用して現地での 
 米穀購入等に迅速に対応させるもの） 
 



53 東日本大震災を踏まえての災害時に対応した備蓄の検討 

≪課題≫ 

≪背景≫ ・東日本大震災発生後に、被災地から応急食料としての精米の供給要請 
・大消費地である首都圏において一時的に米の品薄状態が発生 

・大規模災害への備えとして、一定量の精米のストックが必要 
・大規模災害発生直後に大都市圏で発生が想定される需要増加・精米供給能力の低下に対応する体制の確保が必要 

□ 平成24年度より、政府が買い入れる備蓄米の一部を活用して試験的に精米形態での備蓄を実施。 

・ 備蓄量 ： 500トン（東日本大震災発生～４月20日までの被災地向精米供給量に相当） 
・ 実施主体 ： 政府所有米穀の販売等業務の委託を受けた民間団体等 

□ 併せて食味等分析試験及び販売実証＇非主食として販売（を行うことにより、今後のより効率的な精米備蓄の可能性を検証。 

≪実証事業の概要≫ 

◇ 食味等分析試験は備蓄開始後１ヶ月おきに実施。 販売実証は備蓄用精米の入替えを考慮し、以下のスケジュールで実施予定。 
   (大規模災害が発生した場合は、本来の目的どおりに被災地等に供給。) 

精米備蓄実証事業 ＇25年度予算額９30＇25（百万円＇特会（（ 

食味等分析試験・販売実証＇非主食用に販売（ 

１ヶ月備蓄  ＇１３年産（      ０／ヶ月備蓄 

       ３ヶ月備蓄           ＇１３年産（      ７ヶ月備蓄 

  ５ヶ月備蓄 ＇１３年産（      ７ヶ月備蓄        

                       ＇１３年産（     ０１ヶ月備蓄 

平成１４年 
２月 ４月 ６月 ０月 ８月 ００月 

100精米トン 

100精米トン 

100精米トン 

200精米トン 

１４年産 

１４年産 

１４年産 

≪事業の実施スキーム≫ 

２月 

常時500精米トンを備蓄 

０月 
平成１５年 

25
年
産
を
活
用
し
た
精
米
備
蓄
の

備
蓄
期
間
等
に
つ
い
て
は
、
分
析
試
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・
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証
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果
等
を
踏
ま

え
検
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8ヶ月備蓄 10ヶ月備蓄 

食味等分析試験 販売実証 

＇１３年産（ 

＇１３年産（ 

＇１３年産（ 

 24年産については、2、4、6ヶ月備蓄後   
 に100精米トンずつ入替えを実施。精米
備蓄に充てる延べ数量は800精米トン。 65 



注 ９ 農林水産省調べ＇新規需要米取組計画認定結果から抜粋（ 

注 ９ 農林水産省調べ 
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< >内の数字は米粉用米の作付面積＇単位９千ha（ 
注 1 ９ 地方農政事務所等による製粉業者等からの聞き取り 
注 2 ９ 農林水産省調べ＇新規需要米取組計画認定結果から抜粋) 
 

9.5千トン 
 

3.0千トン 
3.0千トン 

1.0千トン 

13.0千トン 
 <2.4> 

 
 
 
 

0.6千トン  

<0.1> 

 

27.8千トン 
 <5.0> 

40.3千トン 
 <7.3> 

パン 

中華そば 

ぎょうざ スパゲティ 

天ぷら粉 

ケーキ 

ピザ 

商品開発 

製法技術 
の革新 

米粉の製造業者が使用した 
原料米の量(Ｈ15～H20)  注1 

米粉用米の 
計画生産量 

＇H20～H24（注2 

○ 米粉用米の計画生産量の推移 

6.0千トン 
 

6.0千トン 
 

単位９千トン 

年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

米粉ﾊﾟﾝ学校給食導入校数＇校（ 4,067 6,063 7,836 8,067 8,960 12,221 16,166

給食実施校数＇校（ 31,902 31,662 31,476 31,362 31,140 31,001 30,762

米粉パン導入の割合 13% 19% 25% 26% 29% 39% 53%

○ 米粉パンの学校給食導入状況 

○ パン用・麺用等について米粉の利用促進を図っており、地域・中小企業の取組みに加え大手企業も取り組みはじめたことから
これまで順調に増加してきたが、平成１３年度の米粉用米の生産量は一部大手需要者において在庫調整等が行われた結果、約
２４千トンに減尐。 

○ また、米粉パンを学校給食で導入した学校は、平成１１年度で16,166校と給食実施校の約5割に増加。 
 

                    

                      

  

○ 都道府県別の米粉用米の計画生産量の状況 (H24) 

  
計画生産量 

(千トン) 

作付面積 
＇千ha（ 

新潟県 13.1 2.4 

栃木県 3.7 0.7 

秋田県 3.0 0.5 

埻玉県 1.5 0.3 

宮城県 1.2 0.2 

山形県 1.2 0.2 

熊本県 1.1 0.2 

富山県 1.1 0.2 

群馬県 0.9 0.2 

福岡県 0.8 0.2 

岡山県 0.8 0.2 

岩手県 0.6 0.1 

  ・・・ ・・・ ・・・ 

全国合計 34.5 6.4 

54 米粉用米の動向 
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注 ９ 農林水産省調べ＇新規需要米取組計画認定結果から抜粋（ 

○ 飼料用米の作付面積は、主食用米等からの転換により順調に拡大してきたが、平成24年度については、主食用米等からの
転換も一巡したことから微増＇０／１％（。 
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< >内の数字は飼料用米の作付面積＇単位９千ha（ 
注 1 ９ 農林水産省畜産振興課調べの作付面積に、単収590kg/10aを乗じて算出 
注 2 ９ 農林水産省調べ＇新規需要米取組計画認定結果から抜粋（ 
 

単位９千トン 

 

9.5千トン 
<1.6> 

1.7千トン 
<0.3> 

0.6千トン 
<0.1> 

0.3千トン 
<0.04> 

24.3千トン 
<4.1> 0.3千トン 

<0.05> 

81.2千トン 
<14.9> 

飼料用米の生産量 
＇Ｈ16～Ｈ21（ 注1 

飼料用米の 
計画生産量 

＇Ｈ22～H24（ 注2 

183.0千トン 
<34.0> 

○ 飼料用米の計画生産量の推移 

輸入 

飼料から 

の転換 

183.4千トン 
<34.5> 

○ 都道府県別の飼料用米の計画生産量の状況 (H24) 

  
計画生産量 

＇千トン（ 

作付面積 
＇千ha（ 

栃木県 22.2 4.1 

青森県 17.2 3.0 

山形県 14.8 2.5 

岩手県 10.8 2.0 

宮城県 10.1 1.9 

新潟県 10.0 1.9 

秋田県 8.7 1.5 

茨城県 6.7 1.3 

千葉県 6.0 1.1 

熊本県 5.9 1.1 

  ・・・ ・・・ ・・・ 

全国合計 183.4 34.5 

55 飼料用米の動向 
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56 新規需要米等の用途別取組状況＇平成20年産～24年産（ 

68 

計画生産量＇ﾄﾝ（ 作付面積＇ha（ 計画生産量＇ﾄﾝ（ 作付面積＇ha（ 計画生産量＇ﾄﾝ（ 作付面積＇ha（ 計画生産量＇ﾄﾝ（ 作付面積＇ha（ 計画生産量＇ﾄﾝ（ 作付面積＇ha（

米　　粉　　用　　米 566 108 13,041 2,401 27,796 4,957 40,311 7,324 34,521 6,437

飼　　料　　用　　米 8,020 1,410 23,264 4,123 81,237 14,883 183,033 33,955 183,431 34,525

Ｗ　Ｃ　Ｓ　用　稲
＇稲発酵粗飼料用稲（ ， 9,089 ， 10,203 ， 15,939 ， 23,086 ， 25,672

バイオエタノール用米 2,426 303 2,314 295 2,940 397 2,998 415 2,793 450

輸　 出　 用 　米 391 74 926 164 2,184 388 1,626 287 2,524 454

そ　の　他
＇わら専用稲、青刈り用稲等（ 982 1,330 1,108 956 694 508 852 501 857 553

合　　　計 12,386 12,314 40,654 18,142 114,851 37,072 228,820 65,569 224,127 68,091

注０９ＷＣＳ用稲、わら専用、青刈り用稲については子実を採らない用途であるため計画生産量はなし。

注１９平成24年産は、需給調整カウントとなる新規需要米の取組として認定を受けた平成24年10月15日現在の値。

注２９なお、ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

＇参考（

加　 工　 用 　米 149,048 27,332 141,168 26,126 212,829 39,327 154,555 28,137 180,885 33,092

※加工用米の数量については、平成20～24年産は実績値。

平成１３年産平成１１年産
用　途　区　分

平成１／年産 平成１０年産 平成１２年産



○ 酒造好適米は、主食用米よりも高価格で取引されていること等から、需給調整の対象となる主食用米の生産数量目標
の枠内で生産されているが、清酒の需要が減少する状況下では、その生産を主食用品種へ切り替えることにより、生産
者は米の作付けを減らすことなく稲作経営を行ってきたところ。 

 
○ しかしながら、長期的に減少傾向にあった清酒の出荷量が、22年度以降はほぼ横ばいに転じるとともに、 24年度

（推計値）では、吟醸酒等の出荷量が増加。 
また、吟醸酒等については、今後、輸出を含めた需要拡大への取組も期待されているところ。 

  

○ このため、今後の需要増に応じた生産拡大が円滑に行われるよう、26年産米より、清酒メーカー等における清酒の生
産増に対応した酒造好適米の増産分は、主食用米の生産数量目標の増減に左右されることなく、その枠外で生産できる

等の運用見直しを行う方向で検討していくこととしているところ。  

○ 清酒出荷量の推移       
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清 酒

特定名称酒

注９日本酒造組合中央会調べ。年度は暦年で、24年度は推計値。 
   清酒は、一般酒のほか、原料米製造方法などの諸条件＇原料、精米歩留（により、   
   吟醸酒、純米酒等７種類に分類され、これらを総称して「特定名称酒」という。 
 

○ コメ・コメ加工品の輸出戦略＇案（ 25年4月＇日本酒の部分＇抜粋（（ 

○ 日本酒については、近年、額・量とも顕著に増加。 
一方、2008年以降は増加のスピードが鈍化。 

○ 単価は上昇傾向であったものの、近年は横ばい。 
○ 米国、香港、韓国、ＥＵ等が中心だが、輸出先国は以

前に比べて多様化。 

○ 重点地域及び発信力の高い都市での事業にリソー
スを投入し、認知度の向上と販路の確保・拡大を図
る。 

○ 酒造業者と生産者が結びつきをより強化すること等
による原料米の数量や価格の安定供給の確保。 

現状 

目標と方向性 

57 酒造好適米の需要に応じた生産拡大について 

＇清酒の内数（ 

＇単位９千kl（ 
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生産者 卸売業者 小売業者 
外  食  店 

消費者 

出 荷 
記 録 

入 荷 
記 録 

入荷 
記録 

出荷 
記録 

トレーサビリティ 

当店は○○産 

の米を使用し 

ています。 

問題が発生した場合の 

流通ルートの速やかな特定と回収 

産地情報の伝達 

・商 品 名：○ ○ ○ ○ 
・入出荷日：○年○月○日 
・取引先名：○○食堂○○店 
・数    量：５㎏×１０袋 等 
・産  地：「国産」 

国産米： 
「国産」 
 
外国産： 
「○○国産」 

米穀等の産地情報を 

一般消費者にまで伝達 

取引記録の虚偽記載等の違反があった場合には、50万円以下の罰金。 

事業者間で、虚偽の産地情報伝達等の違反があった場合には、50万円以下の罰金。 

一般消費者に対し産地情報伝達の違反があった場合には、勧告・命令＇当該命令に従わなかった場合には、50万円以下の罰金（。 

産地情報の伝達の施行 

＇平成１２年６月０日（ 

生産者を含め、対象品目の販売、輸入、
加工、製造又は提供の事業を行う全ての
者。 

・米穀＇玄米・精米等（ 

・米粉や米こうじ等の中間原材料 

・米飯類 

・もち、だんご、米菓、 

 清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん 

 

 

 

米穀事業者 

※産地情報伝達については、  飼料用・

バイオエタノール用に供される物は除
く。 

トレーサビリティの施行 

＇平成１１年０／月０日（ 

対象品目等 

法律公布＇平成１０年３月１３日（ 

米 穀 事 業 者 

58  米トレーサビリティ法の概要 
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原料玄米 

産地 品種 産年 使用割合 

複数原料米 

国内産                      ０／割 

○○県産                                        ７割          
△△県産＇産地未検査（             １割 

改正前の表示例 

○見直しの理由及び内容 

平成23年7月から「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」（以下「米トレーサビリティ法」とい
う。）に基づき、米及び米加工品を対象に消費者への原料米の産地情報の伝達が義務化されました。 

改正前の玄米及び精米品質表示基準では、農産物検査法に定める検査を受けていない玄米を原料とした精米などには、都道府
県名等の産地表示ができませんでしたが、米トレーサビリティ法に基づき都道府県名等の産地情報の伝達が義務化されたこと
に伴い、このような場合でも都道府県名等が表示できるよう改正されました。 

 

原料玄米 

産地 品種 産年 使用割合 

複数原料米 

国内産                    ０／割 

○○県産                     ７割   

改正後の表示例 

原料玄米 

産地 品種 産年 使用割合 

未検査米 

国内産                      ０／割 

原料玄米 

産地 品種 産年 使用割合 

未検査米 

国内産                      ０／割 

△△県産＇産地未検査（                ０／割  

農産物検査等による産地の証明がされていない米穀について、 

米トレーサビリティ法により伝達された産地情報に基づき、 

産地名に「△△県産＇産地未検査（」と記載できるよう改正されました。 

59 玄米及び精米品質表示基準の見直しの理由及び内容 
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60  24年産米の放射性物質の検査結果 

○ 24年産米の放射性セシウム濃度は、23年産米に比べて全体的に低減。 

○ カリ施肥など放射性物質の吸収抑制対策の効果が見られた一方で、対策を徹底していな
かったことにより基準値を超過した事例が散見された。 

＇注１（かっこ内の数値は検査点数。 
＇注２（23年産米のデータは本調査、24年産米のデータは全袋検査のもの。 

23年産米と24年産米の放射性セシウムの濃度分布＇割合（ 

福島県 ０５都県＇福島県を除く（ 

＇注０（放射性物質検査の終了後、宮城県栗原市旧沢辺村で生産された米13袋＇同一農家（ 
  の自家用米から 基準値を超える放射性セシウム＇最高値240 Bq/kg（を検出。 72 



対象地域 
【24年産の取扱い】 

 管理計画を策定し、作付再開に向けた実証栽培等を実
施。 ※ 

１４年産の取扱い 

０－作付制限 

１－作付再開準備 

０ 帰還困難区域、居住制限区域、警
戒区域、計画的避難区域 

  【作付制限】 

１ 避難指示解除準備区域 
  【作付制限】 

２ 旧緊急時避難準備区域 
  【事前出荷制限の下、作付自粛】 

  23年産米で500 Bq/kg超のあった、
又は100 Bq/kg超の拡がりがあった
地域【作付制限】 

※ 住民の帰還、除染等の状況に応じて、同一市町村内で一体的に作付
制限、作付再開準備又は全量生産出荷管理を行うことも可能とする。 

２－作付を再開し、全量生産出荷管理 

 管理計画を策定し、飯米・縁故米を含む全てのほ場に
ついて吸収抑制対策等を実施、もれなく検査＇全量管理、
全袋検査（し、順次出荷。 ※ 

 除染等の状況に応じて試験栽培等を行う。 ※ 

61  25年産米の作付等に関する方針 ① 
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対象地域 

 農家ごとに、吸収抑制対策等
を実施し、検査＇全戸検査（した
後に出荷。 

１４年産の取扱い 

１－全戸生産出荷管理 

０ 24年産米で100 Bq/kg超の
あった地域 ※ 

１ 24年産米で50 Bq/kg超のあっ
た、又は23年産米で100 
Bq/kg超のあった地域 

２ 24年産米で50 Bq/kg超がな
く、かつ23年産米で100 Bq/kg
超のなかった地域 

０－全量生産出荷管理 

 管理計画を策定し、飯米・縁故米を含む全てのほ場に
ついて吸収抑制対策等を実施、もれなく検査＇全量管理、
全袋検査（し、順次出荷。 

 旧市町村又は市町村ごとに抽
出検査を行った後に出荷。 

２－地域単位で抽出検査 

※ 100 Bq/kg超の検出が限定的で、50 
Bq/kg超100 Bq/kg以下の検出がなかった
地域を除く。 

 農家リストを作成し、検査
予定数量等を把握した上で
全袋検査を行うことで、順次
出荷が可能。 
 

 ・全戸生産出荷管理の地域では、農
家ごとに吸収抑制対策等を実施。 

 ・基準値超過があった場合は、地域
単位で出荷制限。＇全量把握によ
り、解除が可能。（ 

福島県の場合 

61 25年産米の作付等に関する方針 ② 
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